
各務原市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱 

                     （平成２０年４月１日決裁） 

１ 事業の目的 

就業に結びつきやすい資格の取得を目的とする養成機関は、一定期間のカリキュ

ラムを受講する必要があり、母子家庭の経済的自立に効果が高いものであるが、受

講に際してその期間中の生活の不安から意欲はあってもそこで足踏みせざるを得な

い状況にあることから、受講に際してその期間中の生活の不安を解消し、安定した

修業環境を提供することが必要である。また、父子家庭においても、所得の状況や、

就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭がある。 

そこで、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安

定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間につい

て高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担

を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担

の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。 

２ 実施主体 

本事業の実施主体は、各務原市とする。 

３ 給付金の種類 

給付金の種類は、次のとおりとする。 

（１）高等職業訓練促進給付金（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第

１２９号。以下「法」という。）第３１条第２号に規定する母子家庭高等職業訓

練促進給付金又は法第３１条の１０において読み替えて準用する法第３１条第２

号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」

という。） 

（２）高等職業訓練修了支援給付金（母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３

９年政令第２２４号）第２９条第１項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援

給付金又は同令第３１条の９第１項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給

付金をいう。以下「修了支援給付金」という。） 

４ 対象者 

訓練促進給付金の対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、ま

た、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日（以下「修

業開始日」という。）及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日（以下



「修了日」という。）において、次の要件の全てを満たす各務原市内に住所を有す

る母子家庭の母（法第６条第６項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養し

ているものをいう。以下同じ。）又は父子家庭の父（同項に規定する配偶者のない

男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。）とする。また、父子家庭

の父については、平成２５年４月１日以降に修業を開始した者をいう。なお、この

事業において「児童」とは、２０歳に満たない者をいう。 

（１）児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児

童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号）第６条の７の規定は適用しな

い。 

（２）就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格（以下「対象資格」

という。）を取得するため、養成機関において１年以上のカリキュラムを修業し、

対象資格の取得が見込まれる者等であること。 

（３）就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。 

（４）各務原市暴力団排除条例（平成２４年条例第２号）第２条第３号の暴力団員等

でないこと。 

５ 対象資格 

  対象資格は、法令の定めにより養成機関において１年以上のカリキュラムが必要

とされる資格とする。 

６ 支給期間等 

（１）訓練促進給付金 

ア 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、４の対象者が修業する期間（そ

の期間が４８月を超えるときは、４８月）を超えない期間とする。ただし、平

成２１年６月５日から平成２４年３月３１日までに修業を開始した母子家庭の

母については、修業する期間の全期間とする。 

  なお、支給期間の決定に当たっては、平成３１年４月１日より、取得のため

に４年以上の課程の履修が必要となる資格を目指す者等を対象に支給期間を４

８月に拡充した趣旨を踏まえて資格取得に必要な期間とするよう留意すること。 

イ 平成３０年４月１日以降に訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関

を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業

する場合には、通算４８月を超えない範囲で支給するものとする。 

ウ 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、申請



のあった日の属する月に始まり、支給すべき事由が消滅した日の属する月に終

わる。 

（２）修了支援給付金 修了支援給付金は、修了日を経過した日以降に支給するもの

とする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者

が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、

原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給す

るものとする。 

７ 支給額等 

（１）訓練促進給付金 

ア 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定

める額とする。 

（ア）対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者（当該対象者の民法（明治

２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者で当該対象者と

生計を同じくするものを含む。以下同じ。）が訓練促進給付金の支給の請求

をする月の属する年度（４月から７月までに当該訓練促進給付金の支給を請

求する場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含むものとし、同

法第３２８条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同

じ。）が課されない者（条例で定めるところにより当該市町村民税を免除さ

れた者、法第３１条に規定する母子家庭自立支援給付金又は法第３１条の１

０において読み替えて準用する法第３１条に規定する父子家庭自立支援給付

金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課税されないことと

なる者、を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地

に住所を有しない者を除く。以下同じ。） 月額１０万円（養成機関におけ

る課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額１４万円。平成２

４年３月３１日までに修業を開始した者は月額１４万１，０００円） 

（イ）（ア）に掲げる者以外の者 月額７万５００円（養成機関における課程の

修了までの期間の最後の１２月については、月額１１万５百円。） 

イ 訓練促進給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。 

（２）修了支援給付金 

ア 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定



める額とする。 

（ア）対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属す

る年度（修了日の属する月が４月から７月までの場合にあっては、前年度）

分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 ５万円 

（イ）（ア）に掲げる者以外の者 ２万５，０００円 

イ 修了支援給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。 

８ 事前相談の実施 

（１）養成機関において１年以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭

の母又は父子家庭の父を対象として、受給相談会を実施し、受給希望者の事前把

握に努めるものとする。 

（２）事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲

や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査するものとする。 

（３）本事業は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、

もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するな

ど、支給の必要性について十分把握するものとする。なお、その際には、プライ

バシーに配慮するものとする。 

（４）平成２８年度以降に養成機関に入学又は卒業する者については、岐阜県知事が

適当と認める民間団体が実施主体である「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸

付事業」の入学金及び就職準備金並びに母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得

資金等について紹介するものとする。 

９ 給付金の支給等 

（１）支給の申請 

ア 給付金の支給を受けようとする対象者は、市長に対して様式第１「高等職業

訓練促進給付金等支給申請書」（以下「支給申請書」という。）を提出するも

のとする。なお、訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行う

ことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以

後に行うことができるものとする。 

  イ 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、

公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることがで

きる。 

  （ア）訓練促進給付金 



ａ 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの

者の属する世帯全員の住民票の写し 

ｂ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し（当該母子家庭の母又は父子

家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、８月から１０月までの間

に申請する場合を除く。）又は当該対象者の前年（１月から７月までの間

に申請する場合には、前々年とする。）の所得の額並びに扶養親族等の有

無及び数並びに所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する７０歳以

上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数につい

ての市町村長の証明書（同法に規定する控除対象扶養親族（１９歳未満の

者に限る。）がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかに

することができる書類（様式第１の２「１６歳以上１９歳未満の控除対象

扶養親族に関する申立書」）及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額

についての市町村長の証明書を含む。） 

ｃ ７（１）ア（ア）に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と

同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明

書その他７（１）ア（ア）に掲げる者に該当することを証明する書類 

d 入校（入所）証明書 

      支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類 

  （イ）修了支援給付金 

ａ 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本（修業開始日

及び修了日における状況を証明できるものに限る。） 

ｂ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し（当該母子家庭の母又は父子

家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、８月から１０月までの間

に申請する場合を除く。）又は当該対象者の前年の所得の額（１月から７

月までの間に申請する場合には、前々年の所得の額）並びに扶養親族等の

有無及び数並びに所得税法に規定する７０歳以上の同一生計配偶者、老人

扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書（同

法に規定する控除対象扶養親族（１９歳未満の者に限る。）がある者にあ

っては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類（１

６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書）及び当該控除対

象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。）。ただし、



修業開始日の属する年の前年（修業開始日の属する月が１月から７月まで

の場合にあっては、前々年とする。）及び修了日の属する年の前年（修了

日の属する月が１月から７月までの場合にあっては、前々年とする。）の

状況を証明できるものに限る。 

    c 対象者の属する世帯全員の住民票の写し（修了日における状況を証明でき

るものに限る。） 

d ７（２）ア（ア）に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同

一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書

その他７（２）ア（ア）に掲げる者に該当することを証明する書類（修了

日の属する年度（修了日の属する月が４月から７月までの場合にあっては、

前年度とする。）の状況を証明できるものに限る。） 

e 当該カリキュラムの修了証明書の写し 

      修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類 

  ウ 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して３０日以内にしなければなら

ない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 

  エ 市は、訓練促進給付金の支給申請に係る支給申請書を受け付けたときは、様

式第２「高等職業訓練促進給付金等支給申請調査書及び意見書」を添えて市長

に提出するものとする。 

（２）支給の決定 

 市は、支給申請があった場合は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要

件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、支給を決定した場

合には支給決定額について様式第３「高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書」

により本人に対して通知するものとする。また、支給しないことを決定した場合

は、支給しないことを決定した理由を明示して様式第４「高等職業訓練促進給付

金等支給申請却下通知書」により本人に対して通知するものとする。 

（３）支給決定の審査 

   支給決定の審査にあたっては、その緊急性や必要性について考慮し判定するも

のとする。 

（４）請求書 

  ア 訓練促進給付金について支給決定通知を受けた申請者は、支給を受けようと

する月の訓練促進給付金にかかる請求書（様式第５「高等職業訓練促進給付金



等請求書」による。）を原則として各支給月の前月２０日までに市長に提出し

なければならない。 

  イ 修了支援給付金について支給決定通知を受けた申請者は、修了支援給付金に

かかる請求書（高等職業訓練促進給付金等請求書による。）を支給決定通知後

速やかに市長に提出しなければならない。 

１０ 修業期間中の受給者の状況の確認等 

（１）修業期間中の在籍状況の確認等 

市は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者（以下「受給者」という。）

に対し、当該受給者が養成機関に在籍していることを確認するため、あらかじめ

養成機関の長による証明を受けた様式第６「修業状況報告」により定期的に出席

状況に関する報告、修得単位証明書の提出を求める他、その他給付金の支給に関

して必要と認める報告等を求めるものとする。 

（２）受給資格喪失の届出等 

  受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有

しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなった

とき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者（当該受給者の

民法第８７７条第１項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするもの

を含む。）に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成す

る者（当該受給者の民法第８７７条第１項に定める扶養義務者で当該受給者と生

計を同じくするものを含む。）に異動があったときは、やむを得ない事由がある

時を除き１４日以内に、様式第７「高等職業訓練促進給付金等受給資格変更・喪

失届」を提出しなければならない。このため、事前相談や支給決定通知に際して

は、対象者に対してその旨周知するものとする。 

１１ 高等職業訓練修了に当たっての取扱い 

（１）訓練促進給付金の支給を受けて高等職業訓練の修業期間を修了した受給者は、

修了した日より１４日以内に当該養成機関の発行する修了証明書等を添えて様式

第８「高等職業訓練修了報告書」により市長に対し報告しなければならない。 

（２）市は、前号の規定による報告を受けたときは、受給者の修業状況及び修業期間

について審査し、審査後、様式第９「高等職業訓練促進給付金の額の確定につい

て」により当該受給者に通知するものとする。 

１２ 支給決定の取消等 



（１）市は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消さ

なければならない。また、遅滞なく、その旨様式第１０「高等職業訓練促進給付

金等支給取消通知書」により当該受給者に通知するものとする。 

（２）市は、支給額等の変更を決定した場合は、様式第１１「高等職業訓練促進給付

金等変更支給決定通知書」により、当該受給者に通知するものとする。 

１３ 暴力団の排除 

市長は、訓練促進給付金の支給の決定を受けた者が４（４）の規定に該当するこ

とが明らかになったときは、訓練促進給付金の交付決定を取り消すものとする。 

１４ 関係機関等との連携等 

資格取得養成機関、就業関係機関及び母子・父子自立支援員等と密接な連携を図

りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業

を支援するものとする。また、制度について広報等を活用して周知を図るものとす

る。 

なお、平成２８年度より岐阜県知事が適当と認める民間団体が実施主体となり、

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業を行っているが、当該貸付事業につい

ては高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者を対象としているので、貸付事業の

実施主体と連携して、ひとり親家庭が就業を継続できるよう支援を行っていくこと。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の各務原市高等技能訓練促進費等事業実施要綱については、

平成２０年４月１日以降に養成機関において修業を開始した者について適用し、同

日前から修業している者については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際この要綱による改正前の各務原市高等技能訓練促進費事業実

施要綱の規定により作成されている用紙は、この要綱の施行の日以後においても当

分の間使用することができる。 

   附 則（平成２１年２月４日決裁） 

 この要綱は、平成２１年２月４日から施行する。 

   附 則（平成２１年６月５日決裁） 

 この要綱は、平成２１年６月５日から施行する。 

   附 則（平成２４年３月２１日決裁） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 



附 則（平成２４年７月２５日決裁） 

 この要綱は、平成２４年８月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年５月２０日決裁） 

 この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の各務原市高等技能訓練

促進費等事業実施要綱の規定は、平成２５年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２６年１０月１日決裁） 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に存する改正前の各務原市高等技能訓練促進費等事業実施

要綱の規定により作成されている用紙は、この要綱の施行の日以後においても、当

分の間使用することができる。 

   附 則（平成２７年４月１日決裁） 

この要綱は、決裁の日から施行し、改正後の６（１）の規定は、平成２５年４月１

日以後に修業を開始したものから適用する。 

附 則（平成２７年１２月２８日決裁） 

この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

   附 則(平成２８年４月１日決裁) 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

２ 改正後の４（２）及び５の規定は、この要綱の施行の日以後に訓練促進給付金の

申請をする者から適用する。 

附 則（平成３０年１０月１５日決裁） 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の各務原市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱７

（４）及び８（３）の規定は、平成３０年８月１日以後に自立支援教育訓練給付金

の支給を受けている者から適用する。 

３ 第２条の規定による改正後の各務原市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱７

（１）及び９（１）の規定は、平成３０年８月１日以後に訓練促進給付金又は修了

支援給付金の支給を受けている者から適用する。 

４ 第３条の規定による改正後の各務原市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合

格支援等事業実施要綱の７（４）及び８（２）の規定は、平成３０年８月１日以後

に受講修了時給付金又は合格時給付金の支給を受けている者から適用する。 

   附 則（令和元年９月２７日決裁） 



 この要綱は、決裁の日から施行し、改正後の各務原市高等職業訓練促進給付金事業

実施要綱６（１）ア及び７（１）アの規定は、平成３１年４月１日から適用する。 

   附 則（令和５年４月１日決裁） 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

 



（表面） 

様式第１ 

高等職業訓練促進給付金等支給申請書 

 

                                                                 年    月    日 

（宛先）各 務 原 市 長 

                                                     申請者氏名                ㊞ 

 

  高等職業訓練促進給付金・高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けたいので下記により申請します。 

 （※いずれかに○をつけること） 

なお、給付金の支給認定に必要な私の前年（１月から７月までの間に申請する場合には、 

前 々 年 ） の 所 得 情 報 、 市 民 税 課 税 状 況 並 び に 扶 養 親 族 等 の 有 無 及 び 数 並 び に 同 一 世 帯 

に属する者（生計を同じくする者を含む。）の市町村民税課税状況について、閲覧される 

ことに同意します。 

① 氏  名 

（個人番号） 

 ﾌﾘｶﾞﾅ 

 生年月日 
    年   月    日生 

（   歳）

 

 

個人番号 

② 住  所 （〒     －         ）  電話（       ） 

          － 

③ 過去の受給の有無等 
 過去に高等職業訓練促進給付金・高等職業訓練修了支援給付金を 

受けたことが （ あ る ・ な い ）

④ 本給付金と同時に利用

する給付金・貸付金 
 

⑤  養 成 機

関 及 び 修

業 内 容 に

ついて 

 養成機関名  

  
 住  所   電話（       ） 

          － 

 修業期間 年  月  日～   年   月   日  養成区分  昼間・夜間 

 修業に係る資格  看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士 

 准看護師・その他（    ） 

⑥ 市町村民税の課税状況 
申請者及び同一世帯に属する者が市町村民税非課税世帯である。 

（ 該当する・該当しない ）

⑦ 希望する支払金融機関  金融機関名  口座の種類  普通・当座・その他 

 支店名  口座番号 

 口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

（備考） 

  （注意）「④本給付金と同時に利用する給付金・貸付金」欄は、本給付金と同時に利用する給付金・貸付金がある場

合には、必ず記載してください。 



  

・同一世帯に属する者に対する寡婦等のみなし適用の確認に必要な書類 

①対象者及びその者の子の戸籍謄本 

②対象者及びその者と生計を一にする子の所得証明書 

⑧申請者と同一世帯に属する者の氏名等について 
住民票の世帯が別であっても直系の血族又は兄弟姉妹で申請者と生計を同じくする方は記載してください。 

 

 １ 氏  名 

（個人番号） 

 

 ﾌﾘｶﾞﾅ  

 生年月日 

          年 

 

    月     日生（     歳） 

個人番号 続柄 
 

  住  所 （〒     －       ） 申請者の地方税上の扶養親族に

該当・非該当 

 

 ２ 氏  名 

（個人番号） 

 

 ﾌﾘｶﾞﾅ  

 生年月日 

          年 

 

    月     日生（     歳） 

個人番号 続柄 
 

  住  所 （〒     －       ） 申請者の地方税上の扶養親族に

該当・非該当 

 

 ３ 氏  名 

（個人番号） 

 

 ﾌﾘｶﾞﾅ  

 生年月日 

          年 

 

    月     日生（     歳） 

個人番号 
続柄 

 

  住  所 （〒     －       ） 申請者の地方税上の扶養親族に

該当・非該当 

 

 ４ 氏  名 

（個人番号） 

 

 ﾌﾘｶﾞﾅ  

 生年月日 

          年 

 

    月     日生（     歳） 

個人番号 
続柄 

 

  住  所 （〒     －       ） 申請者の地方税上の扶養親族に

該当・非該当 

 

 ５ 氏  名 

（個人番号） 

 

 ﾌﾘｶﾞﾅ  

 生年月日 

          年 

 

    月     日生（     歳） 

個人番号 
続柄 

 

  住  所 （〒     －       ） 申請者の地方税上の扶養親族に

該当・非該当 

上記１～５に記載した者のうち、婚姻（※）によらないで母又は父となったもので、

現に婚姻（※）していないものがいる場合、該当する番号にレ点をしてください。 

（※）民法（明治 29 年法律第 89 号）上の婚姻 

□１ □２ □３ 

□４ □５ 

（備考） 

 

（裏面） 



様式第１の２ 

  年  月  日 

 

１６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 

 

（宛先）各 務 原 市 長 

住所                

 氏名             印 

 

私の所得税法上の扶養親族のうち、前年（請求日が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の１

２月３１日において年齢が１６歳以上１９歳未満であった者について、以下のとおり申し立てます。 

 

□１６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族 

 

１ 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
続柄  生年月日     年  月  日 

氏名  

個人番号  住所（別居の場合）  

 

２ 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
続柄  生年月日     年  月  日 

氏名  

個人番号  住所（別居の場合）  

 

３ 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
続柄  生年月日     年  月  日 

氏名  

個人番号  住所（別居の場合）  

 

４ 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
続柄  生年月日     年  月  日 

氏名  

個人番号  住所（別居の場合）  

【添付書類】 

・１６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族の所得証明書 

 

【注意事項】 

・この申立書は高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けようとする者に、

前年（申請日が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の１２月３１日（年の途中で死亡した場

合には、その死亡の日）において年齢が１６歳以上１９歳未満の所得税法上の扶養親族がいる場合に、

その扶養親族の氏名や、当該給付金の支給を受けようとする者との続柄等をご記入いただくものです。 

・所得税法上の扶養親族とは、前年（申請日が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の１２月３

１日（年の途中で死亡した場合には、その死亡した日）において、次のいずれにも該当する方です。 

①配偶者以外の親族（６親等内の血族及び３親等内の姻族をいいます。）又は都道府県知事から養育を 

委託された児童（いわゆる里子）や市町村長から養護を委託された老人である。 

②あなたと生計を一にしている。 

③前年（申請日が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の所得税法上の合計所得金額が３８万 

円以下である。 

④青色申告書の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告書の事業専従者でない。 

 

 



様式第２ 

高等職業訓練促進給付金等支給申請調査書及び意見書 

 

    申請者氏名 

 

 
 

 

    住      所 

  

 

 

 

 

 

 

    本人の状況 

① 取得希望資格 

② 職業経験、技能、資格等 

③ 就業に係る資格取得への意欲、修業状況 

④ 修業と就業または育児との両立が困難である状況 

⑤ 資格取得後の就職（転職）による自立への意欲 

 

 

    総 合 意 見          
（訓練促進給付金の

必要性、自立への効果

等） 

  

 

 

 

 

          年  月  日 

                   各 務 原 市 福 祉 事 務 所 

                                     氏名        ㊞ 

                                       

 

※ 様式第１「高等職業訓練促進給付金等支給申請書」に添付してください。 

 



様式第３ 

高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書 

                                 第  号 

  年 月  日   

        様 

各務原市長            印    

 

平成  年 月 日付であなたから申請のありました高等職業訓練促進給付金等支給

申請について、各務原市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱に基づき審査したとこ

ろ、下記のとおり支給を決定いたしましたので通知します。 

記 

①  氏     名 
 

  年  月  日生 
        （  歳）  

②  住     所 

（〒  -    ） 
  
  

 
電話（   ） 

  －   

③ 養成機

関及び修

業内容に

ついて 

養成機関名  

住   所  
電話（   ） 

 －   

修 業 期 間      年 月 日～ 年 月 日 養成区分 昼間・夜間 

修業に係る資格 
看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・准看護師・その他

（     ） 

④ 給付金

の種類、変

更後の支

給金額等 

・高等職業訓練促進給付金   年 月分 ～  年 月分 

        合計        円 （月額     円） 

・高等職業訓練修了支援給付金          円 

 （備考） 

（注意） 

１ 高等職業訓練促進給付金等の受給者は、必要に応じ定期的に養成機関への出席状況に関する報告等をしていただきます。 

２ 高等職業訓練促進給付金等の受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなっ

たこと、修業を取りやめたこと等支給要件に該当しなくなったとき、又は当該受給者若しくは当該受給者と同一世帯に属

する者に係る市町村民税の課税状況が変わったとき、若しくは世帯を構成する者に異動があったときは、様式第７「高等

職業訓練促進給付金等受給資格変更・喪失届」を１４日以内に提出してください。（届出をせずに受給しておられますと、

受給資格のなくなった日の属する月の翌月分以降について返還していただくことになります。） 

（教示） 

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、各務原市長に対し

て審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、各務原市を被告として（訴

訟において各務原市を代表する者は、各務原市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経

過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該

審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することが

できます。 



様式第４ 

 

高等職業訓練促進給付金等支給申請却下通知書 

年  月  日 

 

 様 

 

                       各務原市長        印 

 

 

   年 月 日付けであなたから申請のありました、高等職業訓練促進給付金等支給

申請については各務原市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱に基づき審査したとこ

ろ、下記のとおり（高等職業訓練促進給付金・高等職業訓練修了支援給付金）申請を却下

いたしましたので通知します。 

記 

 ① 氏  名 

 フリガナ 

生年月日 
    年   月  日生 

       （   歳） 

 

  

 ② 住  所 
（〒   －    ） 

  
 電話（    ） 

      －  

 ③養成機関 

 及び修業 

 内容 

養成機関名  

住所  
電話（    ） 

      －  

修業期間    年 月 日～  年 月 日 養成区分 昼間・夜間 

修業に係る 

資格 
看護師（准）・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・その他（     ）

 ④ 支給申請が却下と 

なった理由 
  

（教示） 

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、各務原市長

に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 
２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、各務原市を被告とし

て（訴訟において各務原市を代表する者は、各務原市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することがで

きます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日

から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記１の審査

請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分

の取消しの訴えを提起することができます。



 

様式第５ 

 

 

高等職業訓練促進給付金等請求書 

 

 

  （宛先）各務原市長 

 

 
各務原市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱に基づき、 

高等職業訓練促進給付金 

高等職業訓練修了支援給付金 

                             

について、次の金額を請求します。 

                             

 

 

 

 

１ 請求金額         円 

 

   （高等職業訓練促進給付金を請求する場合） 

２ 支 給 月     年  月分 

 

 

     年  月  日 

 

                 住 所 

 

                 氏 名                印



 

様式第６ 

<修業状況報告> 

氏名 

 ①  月の訓練校への出席状況 授業・実習等出席日数      日 

授業・実習等欠席日数      日 

 ②  月の修業内容について（修業した科目、実習の内容等を簡単にご報告ください） 

   

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

  年   月   日 

 （養成機関の長）               ㊞ 

 



 

様式第７ 

高等職業訓練促進給付金等受給資格変更・喪失届 

 

                                                   提出日        年    月    日 

 

 ① 氏      名  ﾌﾘｶﾞﾅ  

 

 ② 住  所・電話番号  （〒      －       ）  電話（       ） 

        － 

③ 

届
出
の
内
容
（
い
ず
れ
か
に
記
入
） 

市町村民税課税状況

が変更した場合 

（該当項目に○をつ

ける） 

変更前 本人（非課税・課税）同一世帯に属する者（非課税・課税） 

変更後 本人（非課税・課税）同一世帯に属する者（非課税・課税） 

世帯を構成する者に

異動があったとき 

変更前 
 

変更後 
 

受給資格がなくなっ 

た場合の理由 

   ア  母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなった 

  イ 市内に住所を有しなくなった 

   ウ  修業を取りやめた 

エ その他 

 ④ ③の届出事由発生日 年    月    日 

 

       受給資格に変更がありましたので、 

上記のとおり、                            届け出ます。 

       高等職業訓練促進給付金等の受給資格がなくなりましたので、 

         （※いずれかに○をつける） 

 

  （宛先）各 務 原 市 長    

 

                                               氏名                         ㊞ 

 



 

  

様式第８ 

 

高等職業訓練修了報告書 

（宛先）各務原市長 

 

                           年  月  日 

  

申請者氏名            印 

 

私は、次のとおり高等職業訓練促進給付金を受給して修業していた期間を終了しまし

たので報告します。 

① 受給者氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
 年  月  日生 

      （  歳）  

② 受給者住所 

（〒   -    ） 
 
 

 
電話（   ） 

－   

③養成機関

及 び 修 業

内容 

養成機関名  

住  所  

修業期間   年 月 日～    年 月 日 

修業に係る資格 
看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・ 

准看護師・その他（     ） 

④訓練促進

給 付 金 支

給期間 

  年   月分～     年   月分 

（備考） 

※訓練施設の長が発行する終了証明書及び資格取得証明書（写）を添付してください。（資格取

得証明書の発行が修了年の年度末以降になる場合は、資格取得証明書の取得後すみやかに写し

を提出してください。） 



 

  

様式第９ 

 

高等職業訓練促進給付金の額の確定について 

 

 

年  月  日 

 様 

 

 

                       各務原市長        印 

 

 

 年 月 日付であなたから報告のありました高等職業訓練修了報告書に基づき、下

記のとおり額の確定を行いましたので通知します。 

 

記 

 

 ① 受給者氏名 

 ﾌﾘｶﾞﾅ 

生年月日 
    年   月  日生 

       （   歳）

 

 

 ②訓練促進給付金支給期間 年   月分 ～      年   月分 

 ③訓練促進給付金支給額           円×    月＝        円 

 

 



 

  

様式第１０ 

高等職業訓練促進給付金等支給取消通知書 

 

                                                              年    月    日 

 

            様 

 

各務原市長 

 

年  月  日付であなたから届出のありました高等職業訓練促進給付金等受給資

格変更・喪失届に基づき、次のとおり決定いたしましたので通知します。 

 ① 氏      名  ﾌﾘｶﾞﾅ  

 

 ② 住  所・電話番号  （〒      －       ）  電話（       ） 

        － 

 ③受給資格がなくなっ 

  た理由 

    

 ④ 支給取消開始月 
         年    月    日 ～ 

（教示） 

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、各務原市長

に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 
２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、各務原市を被告とし

て（訴訟において各務原市を代表する者は、各務原市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することがで

きます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日

から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記１の審査

請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分

の取消しの訴えを提起することができます。 



 

  

様式第１１ 

高等職業訓練促進給付金等変更支給決定通知書 

                                   第  号 

  年  月  日   

                様 

各務原市長           印    

 

   年  月  日付であなたから届出のありました高等職業訓練促進給付金等受給

資格変更・喪失届に基づき、下記のとおり支給額を変更することを決定いたしましたの

で通知します。 

記 

① 氏     名 
   年 月 日生 

      （  歳）  

② 住     所 
（〒 -  ） 
 

電話（   ） 

  －   

③  養成機関

及 び 修 業 内

容について 

養成機関名  

住  所  
電話（   ） 

 －   

修業期間 年 月 日～ 年 月 日 養成区分 昼間・夜間 

修業に係る資格 
看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士 

准看護師・その他（      ） 

④ 給付金の

種類、変更後

の支給金額等 

・高等職業訓練促進給付金   年   月分 ～   年   月分 

        合計         円 （月額       円） 

・高等職業訓練修了支援給付金      円 

 （備考） 

（注意） 

１ 高等職業訓練促進給付金等の受給者は、必要に応じ定期的に養成機関への出席状況に関する報告等をしていただ

きます。 

２ 高等職業訓練促進給付金等の受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しな

くなったこと、修業を取りやめたこと等支給要件に該当しなくなったとき、又は当該受給者若しくは当該受給者と

同一世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況が変わったとき、若しくは世帯を構成する者に異動があったとき

は、様式第７「高等職業訓練促進給付金等受給資格変更・喪失届」を１４日以内に提出してください。（届出をせ

ずに受給しておられますと、受給資格のなくなった日の属する月の翌月分以降について返還していただくことにな

ります。） 

（教示） 

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、各務原市長

に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 
２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、各務原市を被告とし

て（訴訟において各務原市を代表する者は、各務原市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することがで

きます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日

から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記１の審査

請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分

の取消しの訴えを提起することができます。 


